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第３章  災害に強い人づくり  
 

 

項目 担当班 ページ 

第１節 自主防災組織 
本部対策班、消防対策班、

両支所対策班 
29 

第２節 防災訓練 
本部対策班、教育対策班、

消防対策班、両支所対策班 
35 

第３節 防災教育 全班 38 

第４節 消防団・ボランティアの育成、強化 
本部対策班、 

福祉保健対策班、 

経済対策班、消防対策班 

44 

第５節 要配慮者の安全確保 
本部対策班、 

福祉保健対策班、 

消防対策班、両支所対策班 

46 

第６節 帰宅困難者の安全確保 福祉保健対策班 52 

第７節 地域ごとの避難計画の策定 
本部対策班、 

福祉保健対策班 
53 

第８節 市民運動の展開 
本部対策班、経済対策班、 

教育対策班 
55 

 

【災害に強い人づくりの基本的な考え方】 

「災害に強い人づくり」は、市・県、防災関係機関、公共的機関・各種団体・民間企業等の防災

担当職員並びに市民ごとの防災対策上の役割と責務を周知させるとともに、各々の防災意識を高

め、災害時の防災対応力を向上させることを目的とし、市・消防機関、県並びに防災関係職員及

び市民が主体となって取り組むべきものである。 

したがって、「災害に強い人づくり」を目標に、市民の役割と基本的な防災知識を徹底して身

につけさせることを基本に、自主防災組織、ボランティア、民間企業、報道機関等全ての組織が

関わり、その対応能力を向上させる必要がある。 

防災訓練、防災知識の普及啓発、自主防災組織の育成・強化、要配慮者対策の推進にあたって

は、デジタル技術も活用しながら、災害の種類に応じて内容や方策を明確にして実施するものと

する。 

これらの節の体系図を次に図示する。 
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自主防災組織 

（第１節） 

防災訓練 

（第２節） 

防災教育 

（第３節） 

市民運動の展開 

（第８節） 

地域ごとの避難計画の 

策定（第７節） 

帰宅困難者の安全確保 

（第６節） 

要配慮者の 

安全確保（第５節） 

市の推進方針 

総合防災訓練の実施 

学校等における防災教育 

地域における要配慮者対策 

社会福祉施設における要配慮者対策 

要配慮者対策における体制整備 

災
害
に
強
い
人
づ
く
り 

共助の推進 

自助の推進 

市民、事業所・学校等への啓発 

宿泊場所等の確保 

自主防災組織の必要性 

自主防災組織の果たす役割と活動 

地域における避難計画づくりについて 

指定緊急避難場所及び指定避難所 

地区防災計画 

その他 

自主防災組織の結成及び活性化に向けて 

各種防災訓練事例 

図上訓練の実施 

単独訓練の実施 

訓練の種別 

目 標 

地域等における防災教育 

傷病者対策における体制整備 

外国人の安全確保 

旅行者等の安全確保 

ワークショップの目的 

ワークショップのメンバー 

ワークショップの役割 

要配慮者利用施設管理者等が実施する 

避難確保計画作成の支援 

消防団・ボランティアの 

育成、強化（第４節） 
事業所の自主防災体制の充実 

 ボランティアの育成・強化 

消防団・水防協力団体の育成・強化 
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第１節 自主防災組織 

（ 本部対策班、消防対策班、両支所対策班 ） 

１ 自主防災組織の必要性 

各種災害に備えるには、災害対策基本法第５条に規定された隣保協同の精神に基づく地域住民

による自主的な防災活動を行える体制の確立が被害の未然防止、軽減に有効な対策となる。 

■ 自主防災組織の主な活動（風水害時） 

 

 

 

 

  

災害時の状況 自主防災組織に期待される活動・役割 

※ 早期の情報伝達・事前行動が必要 

※ 土砂災害の前兆現象などに注意し、異常

があれば自主避難するとともに、市に通報

する。 

○ 住民への避難の呼びかけ 

○ 土のう積み等、被害を抑える行動 

○ 避難行動要支援者の避難支援 

ラジオ・テレビなどの気象情報に

注意し、高齢者等避難や避難

指示に備えて行動する。また、

地域の災害状況(水位、土砂

災害の前兆現象)に注意す

る。 

早期に避難を完了し、避難所

等での安否確認等を実施する

時期である。 

また、状況に応じて、水防活

動、救出・救護を実施する。 

※ 被害を抑えるための行動と避難所運営 

○ 水防活動 

○ 安否や被害についての情報収集 

○ 救出活動 

○ 負傷者の手当・搬送 

○ 避難所運営 

災害発生 

災
害
発
生
前 

災
害
発
生
直
後 
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２ 自主防災組織の結成及び活性化に向けて 

（１）過去の災害の教訓 

ア．平成 30年 7月豪雨(西日本豪雨)における自主防災組織の取り組み 

広島県高浜地区の自主防災組織による次の取り組みが地域を守った。 

① ３年前に土砂災害警戒区域が公表されたのを受けて、住民たちは自主防災マップを見

直し、土砂災害用の避難場所を新たに決めるなど備えてきた。 

② 7 月 6 日の午後、雨が強まったため、自主防災組織や町内会長たちが地域の見守りを

始めた。午後 5 時半ごろ一部で斜面が崩れたり、泥水が流れ始めたりしたため、消防署

員を現場に呼んで相談し、避難の呼びかけを決断した。 

③ 午後 6時ごろから手分けして、地域の一軒一軒をまわって避難を呼びかけた。 

④ 「市はまだこうした切迫した状況を把握していない」と考え、住民側から連絡をして

避難勧告を出すよう要請し、市は午後 9時に避難勧告を出した。 

⑤ この頃から翌朝にかけて地区内 35ヶ所で土石流やがけ崩れが発生し、次々と住宅を襲った。 

⑥ 全壊した家にはお年寄りからひ孫まで 5 人がいたが、自主防災組織の人に連れられて

避難をしていて難を逃れた。高浜地区では朝の段階で 200 人近くが避難所に避難してい

た。11軒が全半壊したが、避難の際にけがをした 1人を除いて、全員が無事だった。 

⑦ 避難の遅れが被害を拡大した今回の災害のなかで、行政の指示を待たずに自分たちで

地域を守った、参考になるケースだと思われる。 

引用：ＮＨＫ「西日本豪雨 土砂災害～見えてきた全体像と課題」(時論公論)2018 年 7 月 26 日 

イ．平成 28年(2016年)熊本地震の課題と教訓 

熊本市では、平成 28年（2016年）4月 14日の前震に続く 16日の本震、更に相次いだ激

しい余震により、家屋の倒壊や損壊で避難した住民に加えて、屋内滞在を恐れる人たちも

避難所に集中し、市内の避難者数は最大で 11万人に上り、さらに、地震による家屋の倒壊

を恐れる人、妊産婦、乳幼児やペットがいるために指定避難所での生活を遠慮する人たち

が、野宿やスーパー・コンビニなどの駐車場で寝泊まりする「車中泊避難」が急増した。 

これに対して、国が発災直後から大規模な「プッシュ型」の物資輸送を行い、水・食料

といった主要物資の不足感はなくなったものの、必要とされる物資のニーズが刻々と変化

し、時期を外してしまった物資がある一方で、必死に自衛隊や民間業者が物資を配布する

ものの、届けられた物資が現地のニーズに合わない、受入対応が行き届かないといった事

態が発生した。 

このような状況下において、行政内部での情報伝達や避難所運営、物資輸送の混乱、り

災証明の発行の長期化など、災害発生時の対応において多くの課題が明らかとなり、これ

までの防災意識や防災対策のあり方の抜本的な見直しが必要となった。 

一方、熊本地震では、行政による公助を待つだけでなく、避難所生活における市民同士

の支え合いや、ＮＰＯ・ボランティアによる避難所運営支援や被災者の生活支援活動など、

自助・共助の大切さが改めて確認された。 

これらのことから、日頃からの備えと災害時の行動について、市民・地域・行政のそれ

ぞれの役割を明確にし、自助・共助による防災・減災に向けた取り組みを拡げていく「防

災・減災のまちづくり」の推進が必要となっている。 

出典：熊本市地域防災計画 令和元年度版 共通編 P.共通-9- 
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（２）県内地域防災リーダー等からの意見・提言 

ア．自治会と消防団と防災士の関係において、地域が防災力を高めていこうという気持ちが

一つになることが大前提である。 

イ．地域一戸一戸の協力を積み重ねることが重要である。 

ウ．地域住民一人ひとりの意識の高揚のためには、消防団、自治会（世話役になる人）、学校

長等の協力と理解が必要である。 

３ 自主防災組織の果たす役割と活動 

（１）行政と地域住民との架け橋 

平成 24 年７月九州北部豪雨で、短時間に急激な増水が発生したため、避難勧告・避難指示

（最大時：約 5,200世帯）を発令する際には、自治委員等からの情報に基づき、判断せざるを

得ない事態が生じた。 

今後、必要な判断を迅速、的確に行うためにも、日頃から行政と住民との信頼関係の構築が

重要である。 

そのため、自主防災組織が仲立ちとなり、行政と地域住民が平常時からコミュニケーション

を密にすることが必要である。 

（２）地域コミュニティの活性化と防災体制づくり 

自主防災組織はハザードマップを活用し、地域の危険箇所や防災に役立つ施設などを確認す

る「防災まちあるき」や防災訓練を行うなど､地域住民が災害に関する意識を共有し、自らの

問題として積極的に防災活動に関わるような取組みを進めるとともに、日ごろから高齢者の見

守りや自治会の行事などを通じて、地域住民相互のコミュニケーションを高めることで地域コ

ミュニティの活性化を図り、災害時に有効な体制づくりを行う。 

また、避難所の運営に自主防災組織があたる際、着替えや授乳のスペースなど女性の視点に

立った対応が必要となるため、組織の立ち上げ・運営に女性の参加を促すことも重要である。 

（３）自主防災組織など自助・共助の取組の促進 

避難訓練等の実施が困難な自主防災組織等に対しては、訓練等の実施とその定着を図るため、

訓練の計画から実施までの取組を促進する。 

（４）防災訓練～学校との連携 

自主防災組織は防災行動力の強化、組織活動の習熟及び関係機関団体との連携を図るため組

織的な訓練を実施する必要がある。 

また、地域ぐるみで児童生徒の生命を守るため、地域の関係機関団体である学校とも協働し

て防災訓練を行う必要がある。 

なお、学校は市の指定避難所となっており、災害時に地域住民の防災拠点として学校の防災

機能の向上を図ることも重要である。 
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（５）防災教育 

自主防災組織は市と協力しながら、地域住民への防災に関する意識向上や知識の普及などの

啓発に努める必要がある。 

（６）避難行動要支援者の把握と支援体制づくり 

自主防災組織の原点は、互いに助け合い支え合う地域づくりである。 

自主防災組織は地域で支援を必要とする避難行動要支援者の把握と支援体制の確立のため、

福祉部局や社会福祉協議会の協力のもとに地域住民の理解を得るとともに、自治会、社会福祉

施設、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、保健所、福祉事務所などと連携を図ること

が重要である。 

また、民生委員・児童委員は地域における自治会や自主防災組織と要配慮者との架け橋であ

る。 

自治会や自主防災組織は、地域での防災訓練に、民生委員・児童委員にも参加を依頼し、要

配慮者に配慮した避難方法や避難所の運営のあり方等について助言をいただき、要配慮者を含

めた防災訓練を実施するとともに、声をかけ合い、助け合う隣保協同の気運を高めていくこと

が重要である。 

（７）率先避難と声かけ 

自主防災組織の役員等が率先して指定避難所に避難する姿を見せることが地域住民の避難

のきっかけになる。 

また、東日本大震災で自主防災組織の役員が地域住民の避難誘導に時間をとられ被害にあっ

た事例も踏まえ、玄関先での声かけやハンドマイクのサイレンを鳴らしたまま避難するなど、

自主防災組織の役員等が自らの安全を確保しつつ､地域住民の緊張感を高め、避難行動を連鎖

的に広げ、いち早く避難させることができるような工夫が重要である。 

４ 市の推進方針 

自主防災組織の充実活性化の支援として、次の取組を県と連携して推進する。 

（１）自主防災組織の要として活動できる防災士(防災リーダー)の育成･強化 

ア．防災士養成講座の継続実施（女性防災士養成の推進） 

イ．防災士指導者養成スキルアップ研修の実施 

ウ．防災士相互支援ネットワークの構築に向けた新任防災士研修の実施 

（２）自主防災組織と自治会、消防団等との連携に向けた防災啓発の促進 

ア．防災･減災フォーラムへの参加 

イ．自主防災組織の活動活性化に向けたシンポジウムへの参加 

ウ．自主防災組織と消防団等の連携強化研修への参加 

エ．防災アドバイザー派遣の実施 

オ．地震体験車や防災ＶＲ（バーチャル・リアリティ）動画などの疑似体験ツールの活用 
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（３）自主防災組織が活動ノウハウを修得するための支援 

ア．防災アドバイザー派遣事業の活用 

イ．活動先進事例などの収集 

ウ．防災訓練への参加促進 

エ．地域で行う避難訓練や避難所運営訓練への支援 

オ．要配慮者世帯への家具等の転倒・落下防止対策への支援 

カ．避難・救助活動用具購入への支援 

（４）県との連携強化 

ア．自主防災組織活性化支援センターとの連携 

イ．情報伝達手段の多様化、多重化への連携 

（５）地域における避難行動要支援者の支援体制づくりを推進 

ア．避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の事前提供に係る同意の取得並びに個別避難計

画の作成等に対する支援 

５ 地域における避難計画づくりについて 

地域住民が自らの命を守り、かつ地域の避難行動要支援者を支援するためには、地域ごとに各

種災害に備えるための体制や行動をあらかじめ整理した避難計画づくりが求められる。 

計画づくりにあたっては、地域情報に精通した地域住民のきめ細やかな意見を活かして、地域

の実状にあった計画を考えていく必要があるので、住民参加型のワークショップ形式の取組が重

要である。 

なお、ワークショップの実施に際して、地域住民が自らの問題として積極的に防災活動に取り

組むよう運営するとともに、市や学校、消防団、社会福祉協議会など地域の関係機関団体や民間

企業等とも連携して進める必要がある。 

避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、「緊

急安全確保」を講ずることにも留意すること。 

６ 指定緊急避難場所及び指定避難所 

市は、都市公園、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、災害のおそれのない場所に、地域

の人口、地形、災害に対する安全性等を踏まえ、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切

迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所、及び避難者が避難生活を送るための

指定避難所について、必要十分な数・規模の施設等をあらかじめ指定し、平常時から，指定避難

所の場所，収容人数等について、住民への周知徹底を図るものとする。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページや

アプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとする。 

なお、指定緊急避難場所については、被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安

全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以上の高さに避
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難者の受入れ部分、及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害発生時に迅速に避難

場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するものを指定するものとする。 

また、指定避難所については、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速や

かに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災害

による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するも

のとする。 

さらに、避難所の耐震化、生活物資の提供、プライバシーの確保、健康・衛生面の管理、ペット

同行避難の受入れ等の環境整備を進めるとともに、指定避難所における支援内容等について住民

へ情報発信に努める。 

７ 地区防災計画 

（１） 市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における

防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支

援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努めるものとする。 

この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、

これを地区防災計画の素案として市防災会議に提案するなど、市と連携した防災活動を行

うこととする。 

（２） 市は、宇佐市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、市内の一定の地区内の住

民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、市防災会議において、必要があ

ると認めるときは、宇佐市地域防災計画に地区防災計画を定めるものとする。 

８ その他 

東日本大震災時、内陸部の住民グループが、津波を受けた沿岸部の避難所を支援した。｛福島

県石川町（内陸部）・いわき市久之浜町（沿岸部）｝ 

これは、久之浜町の地域づくりグループが、同町の「港まつり」に石川町を招くなど、日頃の

地域間交流（地域外との「顔」の見えるコミュニケーション）が、緊急時の温かい支援につなが

ったもの。 
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第２節 防災訓練 

（ 本部対策班、教育対策班、消防対策班、両支所対策班 ） 

市、県及び防災関係機関は、地域防災計画・防災業務計画等の習熟、防災関係機関の応急対応

能力の向上、住民の防災思想の高揚等を目的に、自主防災組織、ボランティア団体、地域住民等

とも連携し、各種災害に備えた地域の災害リスクに基づく防災訓練を実施するものとする。 

なお、訓練実施にあたっては、次の点に留意するものとする。 

○ 防災関係機関相互、更には市民の代表者等を含め連絡協調体制を確立しておくことが肝要

であるので、訓練計画策定に向けた検討会や現地説明会等の調整過程についても、参加者間

の人間関係構築に向けた訓練の一部という認識のもと、工夫を凝らした運営を心がけること。 

○ 高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、旅行者、外国人等要配慮者に十分配慮し、地域におい

て避難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに被災時の男女のニーズ

の違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めること。 

〇 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備

え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施すること。 

○ 図上訓練と実働訓練を交互に取り入れ、図上訓練で認識を統一した後、実働訓練を実施す

るなど、訓練の効率的な実施に努めること。 

○ 各地域の特性に応じた訓練科目・内容を精選した訓練実施に努めること。 

○ 訓練実施後に結果を検証のうえ、防災計画の実効性を確保すること。 

１ 訓練の種別 

訓練の種別は、防災関係機関を一体として実施する総合防災訓練と、これを補完するための図

上訓練及び防災機関が個々に実施する単独訓練とする。 

２ 総合防災訓練の実施 

市は、県及び防災関係機関との連携のもと、風水害・火山災害等の防災体制の万全を期するた

め総合防災訓練を実施するものとする。 

総合防災訓練では、概ね次に掲げる内容を取り入れて行うものとする。 

（１） 風水害等発生時における応急対策の実施に必要な要員の参集に関する訓練 

（２） 防災気象情報の収集・伝達に関する訓練 

（３） 交通規制、事前避難に関する訓練 

（４） 災害対策本部等の運営に関する訓練 

（５） 消火活動、避難誘導、救出救助活動、救急医療活動、道路の啓開作業、給水給食等の応急

措置に関する訓練 

（６） 大規模広域災害時における円滑な広域避難のための実践的な訓練 

（７） その他地震防災応急対策の実施に関する訓練 
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なお、総合防災訓練には、多くの防災関係機関が参加することから、その準備段階を活用し、

関係機関相互の協力体制確立に向け、担当者間の人間関係構築に努めるとともに、現地調整や受

援など、防災関係機関の相互連携が必要な実践的な訓練を実施すること。 

３ 図上訓練の実施 

市又は県は、概ね次の基準により、災害の発生される個々の地域について、総合防災訓練を補

完するとともに、より実際的な防災諸活動の習熟を図るため、関係機関に協力を求めて図上訓練

を実施するものとする。 

（１）実施場所 

市内で災害の発生が予想される場所又は訓練の実施について最も効果的な場所とする。 

（２）実施時期 

訓練は台風期の前、火災多発期の前又は総合防災訓練において実働訓練とあわせて実施する

など、最も訓練効果のある時期に実施するものとする。 

（３）参加を求める者の範囲 

訓練の想定地域の防災について、関係を有する防災機関の各分野の責任者とする。 

（４）実施要領 

訓練は、災害の発生が予想される個々の現場について、図面又は模型等を便用しながら、状

況付与に基づいて参加者に判断・行動を行わせる方式等により実施するものとする。 

（５）その他 

その他訓練の研究課題等具体的な事項については、訓練の場所ごとに別に定めるものとする。 

４ 単独訓練の実施 

自主防災組織、市、県及びその他の防災機関は概ね次の事項を基準に、その所掌する防災業務

の向上習熟を図るため、毎年積極的に単独訓練を実施するものとする。 

（１）実施時期 

訓練は個々の防災機関ごとに、実働、図上又は机上のいずれか又はこれらを併用して実施す

るものとする。 

（２）実施項目 

ア．災害対策関係職員の非常招集 

イ．災害対策本部等の設置 

ウ．災害情報の収集伝達 

エ．非常無線通信措置 

オ．職員の災害現場への緊急出動 
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カ．緊急避難措置 

キ．水防活動 

ク．消防活動 

ケ．捜索救出活動 

コ．医療救護活動 

サ．救助活動 

シ．応急復旧活動 

ス．庁舎等防護活動 

セ．その他 

（３）その他 

その他訓練の想定等必要な事項は、個々の防災機関が別に定めるものとする。 

５ 各種防災訓練事例 

風水害に係る各種防災訓練の事例は、宇佐市地域防災計画資料編のとおりである。 
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第３節 防災教育 

（ 全班 ） 

１ 目標 

災害による人的被害をなくすためには、事前の備えと早期避難が肝要である。東日本大震災で

は、中学生が小学生の避難を助け、また中学生等の避難行動がきっかけとなり周囲の住民が避難

し、被害を最小限に抑えるなど、防災教育の有無が生死を分けた事例があったことから、学校に

おける防災教育の重要性が改めて認識された。このため、家庭、地域、職場、学校等において、周

辺の災害リスクや自分は大丈夫という思い込み（正常性バイアス）等の必要な知識を教える実践

的な防災教育を実施する必要がある。 

また、避難にあたっては地域においても防災リーダーを中心として地域コミュニティにおける

自主防災組織を充実・活性化することが重要になることから、防災リーダーの養成、自主防災組

織等各団体に対する研修会や講習会等を通じて、学校における防災教育と地域における防災教育

がそれぞれ相互に補完しながら、人から人へ、子世代から孫世代へと受け継ぎ、横と縦のつなが

りを通じて郷土の自然の特徴を理解しつつ高い防災意識を維持するために一体的に普及・啓発し

ていくこととする。 

東日本大震災で津波に遭われた方（いわき市久之浜町）から次のお話を伺った。 

「35 年前に亡くなり、今、生きていれば 109 才となる母から、小さい頃（小学校低学年頃）、

紀伊半島の地震・津波の話を聞き、『地震の時、海の近くは津波が来るから逃げるのよ』と言わ

れた覚えがある。それから 60 年余り、今回３月 11 日の地震（東日本大震災）の時、その覚えが

意識のどこかにあり、津波から避難することができた。60年余り前の幼い頃の母の教えが私の命

を守った。」 

教育の原点は、家庭にあり、親、祖父母、兄弟等の教えである。防災教育も同様に、家庭での教

育が、子、孫の命を守っていく。そのため、家庭・学校・地域で災害の経験、教訓を伝えていくこ

とが、次の世代を守る要となる。 

２ 学校等における防災教育 

（１）基本方針 

ア．今般の東日本大震災のように想定した被害を超える自然災害等の発生に際しても、自ら

危険を予測し回避するために、災害に関する基本的な知識を身に付けさせるとともに、習

得した知識に基づいて的確に判断し、迅速な行動を取ることができる「主体的に行動する

態度」を育成する防災教育を推進する。 

イ．ボランティア活動などを通して、思いやりや生命尊重などの心を養い、進んで安全で安

心な社会づくりに貢献できるような資質や能力を養うための防災教育を推進する。 

ウ．災害時における児童生徒等の安全を確保するため、教職員の資質向上や津波に係る対応

マニュアルの整備、自治体の防災担当部局等との連携体制の構築、地域ぐるみの避難訓練

など防災管理・組織活動を充実していく。  
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（２）各発達段階等における防災教育 

各学校等で、児童生徒等の発達段階や地域の実情を考慮して計画を作成し、指導にあたる。 

ア．幼児 

日常生活で、自らが安全に対する認識や関心を高めることができるようにする。 

災害時には、教職員・保育士や保護者の指示に従い行動できるようにする。また、危険な

状態を発見したときには教職員や保育士など近くの大人に伝えることができるようにする。 

イ．小学生 

① 低学年 

安全に行動することの大切さを理解し、安全のためのきまり・約束を守ることや身の

回りの危険に気付くことができるようにする。また、危険な状態を発見した場合や災害

時には、教職員など近くの大人に速やかに連絡し、指示に従うなど適切な行動ができる

ようにする。 

② 中学年 

災害安全に関する様々な危険を理解し、危険に気付くことができるようにするととも

に、自ら安全な行動をとることができるようにする。 

③ 高学年 

中学年までの学習を一層深め、様々な場面で発生する危険を予測し、進んで安全な行

動ができるようにする。 

また、家族など身近な人々の安全にも気配りができるようにする。 

さらに、簡単な応急手当ができるようにする。 

ウ．中学生 

小学校までの学習をさらに深め、災害安全に関して適切な行動をとるとともに、応急手

当の技能を身に付けたり、防災への日常の備えや的確な避難行動ができるようにする。 

また、他者の安全に配慮することはもちろん、自他の安全に対する自己責任感の育成も

必要である。 

さらに、学校、地域の防災や災害時のボランティア活動（例：避難所運営の手伝い）等

の大切さについても理解を深め、参加できるようにする。 

エ．高校生 

自らの安全の確保はもとより、友人や家族、地域社会の人々の安全にも貢献する大切さ

について一層理解を深める。 

また、心肺蘇生などの応急手当の技能を高め、適切な手当が実践できるようにする。 

さらに、安全で安心な社会づくりの理解を深めるとともに、地域の安全に関する活動や

災害時のボランティア活動（例：避難所運営）等に積極的に参加できるようにする。 

オ．障がいのある児童生徒等 

児童生徒等の障がいの状態、発達の段階、特性等及び地域の実態等に応じて、自ら危険

な場所や状況を予測・回避したり、必要な場合には援助を求めたりすることができるよう

にする。  
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（３）防災教育の内容 

様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動がとれるようにする。 

ア．市における災害の歴史 

イ．災害発生時における危険の理解と安全な行動の仕方 

ウ．火災発生時における危険の理解と安全な行動の仕方 

エ．避難所の役割と避難経路についての理解、避難の仕方 

オ．災害に関する情報の活用や災害に対する備えについての理解 

カ．地域の防災活動の理解と積極的な参加・協力 

キ．災害時における心のケア 

（４）教育課程における防災教育 

学校における防災教育は、安全教育の一環として教育課程の各教科・科目、道徳、特別活動、

総合的な学習の時間等に位置付け、児童生徒等の発達段階や、各教科等それぞれの特質に応じ

適切に実施する。 

そのためには、各学校において指導内容、指導時間数について整理した「学校安全計画（生

活安全、交通安全、災害安全を盛り込んだもの）」を作成し、安全学習と安全指導を密接に関

連付けながら、計画的に実施する。 

また、児童生徒等の学習効果を高めるため、危険予測の演習、視聴覚教材や指導資料の活用、

地域校内の安全マップづくりなど指導方法の多様化を図る。 

（５）地域ぐるみの防災教育 

児童生徒等は地域住民の一員という側面もあり、また、登下校時や放課後など学校管理下外

で災害に遭う場合も想定されることから、保護者等との連携を図りながら、自主的な判断力を

養うとともに、地域における指定緊急避難場所等について理解させることが重要である。 

そのため、学校として地域の防災訓練等に参加することや、学校を拠点とした防災教育プロ

グラムを、地域住民と協働して実施するなど、日ごろから市、公民館や自主防災組織などの関

係機関団体との連携を図るよう努める。 

さらに、「学校安全委員会」に保護者や地域の防災関係者の参加を得るとともに、地域の「協

育」ネットワークを積極的に活用し、体験学習や過去の体験談を聞く機会の設定、隣接する学

校、病院等との合同避難訓練の実施等、学校、家庭、地域ぐるみの防災教育の推進に努める。 

（６）教職員に対する防災教育 

全ての教職員は、災害発生時に児童生徒等の安全を確保するための適切な指示や支援をする

とともに、児童生徒等の発達段階や、各教科等それぞれの特質に応じた防災教育を適切に実施

することが求められる。 

管理職や学校安全の中核となる教職員は、そのために必要な知識や技能について他の教職員

に指導・助言し、防災管理・組織活動の体制の整備を図ることが必要である。 

そのため、管理職や安全担当教職員に対する専門的知識や資質の向上を図る研修を充実させ

るとともに、各学校等においては、管理職や安全担当教職員を核とした校内研修の充実、避難

時における学校での点呼のあり方や児童の引き渡し方法などを盛り込んだ各種災害に対応し

たマニュアルの整備などを通じて教職員の防災対応能力や指導力の向上を図る。  
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３ 地域等における防災教育 

（１）基本方針 

ア．災害時に危険を認識し、状況に応じて自らの安全を確保するための行動ができるように

する。なお、防災教育にあたっては、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮

者や被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮する。 

イ．地域防災リーダー（防災士）を育成し、その者を中心に自主防災組織を充実・活性化す

ることにより、地域ぐるみの防災対策を推進する。 

ウ．防災関係機関や団体等への効果的な防災教育により災害発生時の応急対応のための体制

の早急な確立ができるようにする。 

（２）市民に対する防災教育 

市は、防災意識・知識の向上や防災の日常化を図るため、県や防災関係機関と協力して、市

民に対する防災教育を実施するとともに、防災教育に関し必要に応じて県に助言を求めるもの

とする。防災教育は、次の事項を含むものとし、マスメディア・ホームページ・ＳＮＳの活用、

動画・映像の放映・配信、パンフレット・ハザードマップ等の配布、各種集会の実施など地域

の実情に合わせた、より具体的な手法により、実践的な教育を行うものとする。災害による人

的被害をなくすためには、県民一人ひとりが、地域の災害リスクを把握し、早期避難を習慣化

しておくことが肝要である。そのため、ハザードマップなど防災教育・啓発ツールを活用し、

居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先

を判断できるよう周知に努めるとともに、避難時に使用する道路状況を確認すること、安

全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅

等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の

避難に関する情報の意味の理解の促進に努めるものとする。 

ア．災害に関する知識 

イ．災害が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、自動車運

行の自粛、適切な避難行動等防災上とるべき行動に関する知識 

ウ．正確な情報入手の方法 

エ．防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を、災害の切迫度に応じて提供される５

段階の警戒レベルに関する知識 

オ．防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

カ．各地域における避難対象地区、土砂災害警戒区域等に関する知識 

キ．平素住民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、非常持出品等の準備、家具の固定、

飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備、出火防止等の

対策の内容 

ク．住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容  



風水害等対策編  
第１部 災害予防 
第３章 災害に強い人づくり 

 - 42 -  

（３）家庭における防災教育 

教育の原点は、家庭にあり、親、祖父母、兄弟等の教えである。 

家庭での防災教育が、子、孫の命を守ることにつながるため、災害の経験、教訓を伝えてい

くことが重要となる。 

そのため、地域の防災訓練に親子で参加し、住んでいる地域の特性を学ぶとともに、指定避

難所の位置や避難経路を確認すること、子が学校教育で学んだことを家庭で共有することなど、

地域における教育や学校教育と併せ、あらゆる機会を利用して家庭でのコミュニケーションを

通じて、家庭における防災教育の充実を図るものとする。 

（４）自主防災組織に対する防災教育 

市は、県と連携して講習会を開催し、地域の防災リーダー（防災士）を養成するとともに、

その者が中心となり自主防災組織の中で指導、啓発することにより、地域コミュニティにおけ

る自主防災組織の充実・活性化を図るものとする。 

また、地域防災リーダーの資質向上を図るため、先進事例をホームページで紹介したり、研

修会などを開催する。 

（５）防災上重要な施設における防災教育 

市は、県や防災関係機関と連携して、危険物を取り扱う施設、不特定多数の者が出入りする

施設､その他防災上重要な施設の管理者に対して、災害発生時に適切な行動がとれるよう、研

修会や講習会等を通じて、防災教育を行うものとする。 

（６）各種団体等に対する防災教育 

市は、県や防災関係機関と連携して、婦人防火クラブ､事業所の自主的な防災組織である自

衛消防組織、その他団体等に対して、研修会や講演会等を通じて防災教育を行うものとする。 

また、日本赤十字社大分県支部は、市、県や防災関係機関と連携して、児童・生徒及び地域

住民に対して、次の事項を含む必要な防災教育を対象者（年齢）に合わせた内容で行うものと

する。 

ア．避難所生活で特に体調悪化や生活不活発病を生じやすい高齢者を適切に支援するための

知識と技術を習得する「災害時の高齢者生活支援講習」 

イ．心肺蘇生、応急手当等の知識と技術を習得するための「救急法講習及び幼児安全法講習」 

ウ．災害時における危険の理解と安全な行動の仕方、非常持ち出し品や災害時の食事体験等

を通じ、災害から命を守る力を身につけるための「防災プログラム」 

（７）防災対策要員（市職員等）に対する防災教育 

市職員のうち災害応急対策業務に従事する職員を中心に、災害が発生した場合における災害

応急対策の円滑な実施を図るため、次の事項を含む必要な防災教育を行うものとする。 

ア．災害に関する知識 

イ．災害が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

ウ．職員等が果たすべき役割 

エ．防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

オ．今後防災対策として取り組む必要のある課題  
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（８）災害教訓の伝承 

市及び県は、過去に起こった大災害の教訓を確実に後世に伝えていくため、大災害に関する

各種資料（古文書、自然記録、映像等）や調査分析結果等をアーカイブズとして広く収集・整

理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲覧できるよう公開に努めるものとする。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める

ものとする。 

なお、公開にあたっては、事前に古文書の信頼性の検証を行っておくことや、市民にもわか

りやすい自然記録の解説を付記するなど、その資料の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう

努めるものとする。 

市及び県は、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分

析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組

を支援するものとする。 
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第４節 消防団・ボランティアの育成、強化 

（ 本部対策班、福祉保健対策班、経済対策班、消防対策班 ） 

消防団、水防協力団体、自主防災組織（事業所）等の育成及び強化については、この節に定め

るところによって推進する。 

なお、本市では水防団が実施する水防活動は、消防団が担うものとする。 

１ 消防団・水防協力団体の育成・強化 

（１）消防団の育成・強化の必要性 

消防団は、常備消防と並んで地域社会における地域防災力の中核として救出救助、消火等を

はじめとする防災活動において重要な役割を果たしている。 

しかしながら、近年の消防団は、団員数の減少、高齢化、サラリーマン化等の問題を抱えて

おり、地域との連携を進めながら、その育成・強化を図ることが必要となっている。 

（２）消防団の育成・強化策の推進 

市及び県は、以下の観点から消防団の育成・強化を図り、地域社会の防災体制の推進を図る。 

ア．消防団員への理解の促進 

消防団は、地域防災力の中核として位置づけられていることから、自主防災組織や防災

士等と連携を図りながら、地域住民の消防団活動に対する理解を促進し、ひいては消防団

への加入、協力する環境づくりを進める。 

イ．消防団への加入促進 

消防団員数は少子高齢化等の要因から減少の傾向にあるため、若年層をはじめとする地

域住民に対する消防防災思想の普及啓発を担う地域消防アドバイザーへの活動支援、事業

所に対する協力要請及び女性消防団員の採用促進等を通じて消防団への加入を促進する。 

また、消防団員の資質向上を図るため、消防学校における教育訓練の充実を図る。 

ウ．消防団組織・制度の多様化 

地域住民、女性が入団しやすい組織・制度として特定の活動にのみ参加する「機能別団

員・分団制度」、特に、大規模災害時に限定して出動し、基本団員だけでは対応できない

役割を担う「大規模災害団員」の導入を促進する。 

（３）水防協力団体の育成・強化 

ＮＰＯ、民間企業、自治会等多様な主体を水防協力団体として指定することで水防活動の担

い手を確保し、その育成、強化を図る。 

（４）水防活動拠点の整備 

市及び県は、消防団及び水防協力団体の研修・訓練や災害時における水防活動の拠点となる

施設の整備を実施し、水防資機材の充実を図る。 
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２ 事業所の自主防災体制の充実 

（１） 多数の者が勤務し、又は出入りする施設については、自らの施設からの災害の未然防止・拡

大防止を図るため、消防法により消防計画を作成し自衛消防組織を設置することとなっている。 

今後は、それら施設に対する消防機関による指導を強化するとともに、法令に基づき段

階的に適切な措置を施す等、適正な対策を講ずることとする。 

また、それ以外の事業所についても、自主的な防災組織の設置を推進することとし、関

係機関は指導に留意するものとする。 

なお、自衛消防組織の行うべき事項は次のとおりとする。 

ア．防災訓練、消火設備等の維持管理 

イ．消火活動、通報連絡及び避難誘導措置 

ウ．防災要員の配備 

エ．情報収集能力の強化（連絡体制の確立） 

（２） 災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、地域貢献等）を認識させるとともに、業

務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促す。 

３ ボランティアの育成・強化 

災害発生時には、被災地や被災者個々の状況に応じた支援活動が重要であり、市・県など公的

機関の応急・復旧活動や、自主防災組織の活動とともに、ボランティア･ＮＰＯ等の特性を活かし

たきめ細かな支援活動が不可欠である。 

このため、市・県及び防災関係機関は、ボランティア･ＮＰＯ等活動の支援に関する情報提供や

コーディネート等を実施し、平常時からボランティア･ＮＰＯ等と顔が見える協働関係を構築する

とともに、防災士や防災コーディネーターなどを早期に育成し、併せてボランティア･ ＮＰＯ等

が効果的に活動できる環境整備を行う。 

また、大分県社会福祉協議会及び市社会福祉協議会が設置する災害ボランティアネットワーク

に参画し、協力・連携体制の整備、情報交換、災害時の備え等を行う。 

さらに、災害ボランティアセンター運営の核となるリーダーの更なる育成や、運営実務を行う

スタッフを育成するため、県・市社会福祉協議会職員や市職員等を対象に、ボランティアの活動

場所等における女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生防止を含めた研修を実施する。なお、

県から事務の委任を受けた場合には、共助のボランティア活動と地方公共団体の実施する救助の

調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンターに委託する場合は、

当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 
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第５節 要配慮者の安全確保 

（ 本部対策班、福祉保健対策班、消防対策班、両支所対策班 ） 

「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。 

また、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する

ことが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものを「避

難行動要支援者」という。 

避難行動に支援を要する人だけでなく、避難所での生活に困難を来す人も「要配慮者」に含ま

れる。 

要配慮者の安全確保及びその防災活動の支援を行うための対策は、この節に定めるところによ

って実施する。 

１ 地域における要配慮者対策 

（１）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成及び活用等 

ア．市は、「宇佐市避難行動要支援者避難支援計画」において、避難行動要支援者を適切に

避難誘導し、安否確認等を行うための措置について定めるものとする。 

イ．市は、「宇佐市避難行動要支援者避難支援計画」に基づき、防災担当部局や福祉担当部

局など関係部局の連携の下、平常時から避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行

動要支援者名簿を作成するものとする。 

また、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や

避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、

庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情

報の適切な管理に努めるものとする。 

ウ．市は、宇佐市地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携

の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、地域住民等の避難支援等に携

わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個

別避難計画を作成するよう努めるものとする。また、個別避難計画については、避難行動

要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を

適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が

生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管

理に努めるものとする。 

エ．市は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿及び個別避難計

画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

オ．市は、避難支援等に関わる関係者として宇佐市地域防災計画に定めた消防機関、警察機

関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に携わる関係者（以下「避難支

援等関係者」という。）に対し、避難行動要支援者本人の同意及び必要に応じて避難支援

等関係者の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を提供す

る。多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難
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支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、名簿情報

及び個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

カ．市は、避難支援等関係者に平常時から避難行動要支援者の名簿情報及び個別避難計画を

提供するために、避難行動要支援者本人に郵送や戸別訪問など直接的な働きかけを行うほ

か、より積極的に避難支援を実効性あるものとする等の観点から、本人の同意がなくても

平常時から名簿情報及び個別避難計画を避難支援等関係者に提供できるよう、条例による

特例措置を検討することとする。 

キ．市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円

滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の

提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をする

ものとする。 

（２）避難誘導体制の整備 

市は、避難行動要支援者の避難誘導が円滑に行われるよう、平常時において、自主防災組織

との協働により地域ごとに指定緊急避難場所の確保及び避難路の整備を行うとともに、定期的

な防災訓練により検証を進める。 

また、市は、自力での移動が困難な避難行動要支援者の避難に際して、各自主防災組織が地

域の実情に応じて、個別避難計画等により自動車の利用など移動手段をあらかじめ定めておく

よう支援する。 

（３）福祉避難所の指定 

市は、指定避難所に要配慮者のための窓口やスペースを確保するとともに、一般の指定避難

所では生活が困難な要配慮者に配慮した福祉避難所の指定を推進する。特に、要配慮者に対し

て円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるとともに、医療的ケアを

必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源確保等の必要な配慮をする

よう努めるものとする。 

指定にあたっては、社会福祉施設だけでなく、特別支援学校等とあらかじめ協定を締結し、

指定避難所での集団生活に支障をきたす要配慮者とその家族に対しては、多様な避難場所を提

供できるよう努めるとともに、必要に応じて福祉避難所ごとに受入対象者を特定し、指定した

福祉避難所に関する情報を住民に周知（公示）する。 

また、福祉避難所の設置にあたっては、公共施設や特別支援学校等を福祉避難所として利用

する場合においても介護職員の派遣等について、社会福祉法人等に協力を要請する。 

県は、福祉避難所の指定・運営を支援するため、所管の社会福祉法人等に対し、所有する施

設の使用や職員の派遣等について協力を要請する。 

また、大分県社会福祉協議会との協働により、一般避難所における福祉ニーズの把握や必要

な福祉サービスの供給等要配慮者の支援を行うため、福祉専門職等からなる災害派遣福祉チー

ム（ＤＷＡＴ）の体制の充実を図る。 

さらに、福祉避難所に関する周知や事前準備も含めた「福祉避難所開設・運営マニュアル（改

訂版）」を活用した市職員、福祉避難所となる社会福祉施設職員、社会福祉協議会職員等を対

象とした福祉避難所に係る人材育成等研修会を実施する。 
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【福祉避難所について】 

ア．福祉避難所の入所対象者 

福祉避難所は、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする人で、介護保険施

設や医療機関等に入所・入院するに至らない程度の在宅の要配慮者を対象とする。 

 

イ．福祉避難所への入所対象者の把握 

市は要配慮者の情報を基に、福祉避難所の入所対象者概数及び現況を平常時に把握して

おく。 

ウ．福祉避難所として利用可能な施設の把握 

市は、現状において要配慮者の入所が可能な社会福祉施設だけでなく、一般の指定避難

所のように現況では特別の機能を有していない場合であっても、災害発生に伴い設備を整

備することによって福祉避難所として利用可能となる施設に対して、災害時に緊急的な受

入れを要請する可能性があることから、それらの施設に関する情報もデータベースとして

整備を行う。 

また、災害時にすぐに福祉避難所が利用できない場合は、一般の指定避難所に要配慮者

用の窓口を設置するとともに、介護や医療相談を受けるスペースを確保する。 

エ．福祉避難所の指定目標 

福祉避難所は、要配慮者や同居家族の生活圏等に配慮し指定することとするが、地域に

おける身近な避難所として、小学校区に１か所程度の割合を目標とし、指定を推進する。 

（４）防災設備・物資・資機材等の整備 

市及び県は、災害初期の食料・飲料水等について、概ね３日間を住民自らの家庭備蓄によっ

ても対応できるよう事前の備えを推進するための啓発を行う。 

市及び県は、要配慮者に配慮した救援活動が行えるよう、物資の備蓄・調達体制の整備を行

う。 

（５）在宅高齢者、障がい者に対する防災知識の普及 

市は、ホームヘルパーや民生委員・児童委員等、高齢者、障がい者の居宅の状況に接するこ

とのできる者に対し、家庭における家財点検や適切な避難行動等の防災知識普及を推進する。 

また、市及び県は、透析患者、人工呼吸器患者及び在宅酸素患者等の難病患者に対して、「お

薬手帳」の常備や病状・かかりつけ医療機関・服用薬などを記入できる「難病者のための災害

時準備ガイドブック」の携帯等、自らを守るための資源の活用について普及啓発に努める。 

２ 社会福祉施設における要配慮者対策 

（１）組織体制の整備 

ア．市及び県は、要配慮者が利用する社会福祉施設等の安全確保のための組織・体制の整備

を促進するよう施設を管理する社会福祉法人等を指導・支援する。 

イ．市は、自主防災組織や事業所の防災組織等の整備及び指導を通じて、それらの組織と社

会福祉施設等との連携を図り、施設利用者及び入所者の安全確保に関する協力体制を整備

する。 
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ウ．社会福祉施設等の管理者は、災害時に備えてあらかじめ防災組織を整備し､職員の任務分

担、動員計画及び緊急連絡体制等の整備を図るとともに、職員等に対する防災教育及び防

災訓練を実施する。特に、夜間や荒天時等における消防機関等への緊急通報及び入所者の

避難誘導体制に十分配慮した体制を整備する。また､市、自主防災組織、近隣住民と連携を

とり、施設利用者及び入所者の安全確保に関する協力体制づくりを行う。 

（２）防災設備等の整備 

ア．市及び県は、社会福祉施設の管理者に対して、施設利用者及び入所者の安全確保のため

に防災設備等の整備を促進するよう指導・支援する。 

イ．社会福祉施設等の管理者は、施設自体の災害に対する安全性を高めるとともに、災害発

生直後の施設利用者及び入所者の生活を維持するため、物資及び防災資機材等を整備する。 

また、災害発生に備え、消防機関等への緊急通報、避難誘導のための防災設備及び体制

の整備を行う。 

（３）要配慮者を考慮した防災基盤の整備 

市は、施設利用者及び入所者の災害対応能力及び社会福祉施設の立地を考慮し指定緊急避難

場所及び避難路等の防災基盤の整備を図る。 

また、県は、市が実施する防災基盤の整備事業を支援する。 

３ 要配慮者対策における体制整備 

災害の発生に伴い、被災した市においては、指定避難所の設置管理、食事・物資の提供、遺体

の取扱い等の災害救助関係業務のほか、民生関係業務として、生活福祉資金の貸付、応急仮設住

宅等における福祉サービスの実施、り災証明の発行等、膨大な種類と量の業務が発生することか

ら、災害の規模及び行政機能状況等を勘案し、以下の点に留意しながら、福祉に係る災害応急対

策を実施する。 

（１） 災害発生により食事・物資の分配業務、遺体の取扱い業務等の災害救助関係業務と並行

して障がい者及び高齢者に対するホームヘルパーや手話通訳者の派遣、補装具の提供等の

福祉サービス等の福祉関係業務の増大にも対応できるよう、業務処理体制の確保に努める

こと。 

（２） 近隣市町村と災害援助協定を締結している場合にあっては、速やかに応援を要請するこ

と。 

（３） 県を通じ、内閣府政策統括官（防災担当）に対し、他都道府県の市町村民生部局等の職

員の応援を要請すること。 

（４） 災害発生後一定の期間経過後に業務量が増大することから、時間の経過とともに変化す

る状況に対応した組織と人員の投入に留意しつつ、対策を講ずること。 

４ 傷病者対策における体制整備 

災害発生直後の混乱した状況の中では、特殊な医療を必要とする患者を含め、傷病者に対して

も特別な配慮が必要となる場合がある。 
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市は、これらの者の安全の確保をはじめ、医療機関の被災状況の把握、避難誘導を行うための

体制を整備する。 

５ 旅行者等の安全確保 

（１）基本方針 

観光地を多くかかえる市の特性を考慮し、市・県、防災関係機関及び観光施設等の管理者は、

土地勘のない旅行者等が災害に遭遇した場合を想定した安全確保対策や避難・救護・輸送対策

の構築に努める。 

（２）実施内容 

市、県及び施設管理者等は、以下の点に留意した対策を推進する。 

ア．市は、指定避難所・避難路の標識が観光客・旅行者等にも容易に判別できる標示とし、

その安全確保に努める。 

イ．市及び自主防災組織等は、地域全体で災害時の観光客・旅行者等への安全確保や救助活

動を実施できる体制を整備する。  

ウ．旅館・ホテル等の観光施設管理者は、災害時の避難誘導体制を事前に整備しておくなど

の宿泊客の安全を確保することにとどまらず、被災者への救援活動の拠点となれるよう、

平素から食料、飲料水、医薬品等の備蓄や被災者の収容・受入れ体制の整備に努めるもの

とする。 

エ．県は、旅行者等の安全確保対策の実施状況を的確に把握しておくとともに、適宜その対

策を支援する。 

６ 外国人の安全確保 

（１）基本方針 

市は、国際化の進展に伴い、市内に居住し、又は市を訪れる外国人が増加し多様化している

ことをふまえ、言語・文化・生活習慣の異なる外国人が受ける被害を最小限にとどめ、的確な

行動がとれる防災環境づくりに努める。 

（２）実施内容 

市及び防災関係機関は、以下の点に留意した対策を推進する。 

ア．市は、指定避難所・避難路の標識への外国語の付記、災害時の多言語による広報等、外

国人に配慮した情報伝達手段の整備に努める。 

イ．市、公共的団体及び自主防災組織等は、地域全体で外国人の安全確保、救助活動、安否

確認等の支援体制を整備する。 

ウ．市は、災害時に地域内で生活する外国人の安全確保を図るため、多言語による防災知識

の普及活動を推進し、外国人を対象にした防災教育を実施するよう努める。具体的には、

英語を始めとする外国語の防災パンフレットやビデオ等の作成・普及、外国人を対象とし

た防災訓練の実施を推進する。 
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エ．市、県は、国が行う研修を通じて、災害時に行政等から提供される災害や生活支援等に

関する情報を整理し、避難所等にいる外国人のニーズとのマッチングを行う災害時外国人

支援情報コーディネーターの育成に努める。 

７ 要配慮者利用施設管理者等が実施する避難確保計画の作成等 

水防法に基づく浸水想定区域内又は土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内に存する要配

慮者利用施設であって宇佐市地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設の所有者又は管理

者は、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する避難確

保計画を作成しなければならない。 

市は、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について、県と連携し積極的に支援を行

うものとする。 

また、市は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者が避難確保計画を作成していない場合にお

いて、必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指

示をすることができる。 
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第６節 帰宅困難者の安全確保 

（ 福祉保健対策班 ） 

大規模な災害が発生した場合、交通機能停止等により自力で自宅に帰ることができない人 （々以

下「帰宅困難者」という。）が発生することが予想される。 

これらの帰宅困難者の安全確保のために行う事前措置は、この節に定めるところによって実施

する。 

１ 宿泊場所の確保 

市は、中心部の公共的施設等を宿泊所として提供できるよう施設の管理者等とあらかじめ使用

協定を締結するよう努める。 

なお、宿泊所の確保にあたっては、男女のニーズの違いや要配慮者の多様なニーズに配慮した

宿泊所の運営に努める。 

事業所・学校等は帰宅困難者の宿泊に対応できるよう食料・水・毛布などの生活用品の備蓄に

努める。 

また、県は、代替交通機関の確保等についてＪＲ等の交通機関と検討を行う。 

２ 市民、事業所・学校等への啓発 

（１）市民への啓発 

市は、県と連携し、市民に対して、帰宅が困難な場合には安全な場所にとどまること、家族

間の連絡手段や徒歩帰宅の経路を事前確認すること等、平常時からの備えの重要性について啓

発を行うとともに、災害用伝言ダイヤル等を活用した安否確認等について周知を行う。 

（２）事業所への要請 

市及び県は事業所・学校等に対し、災害時の従業員・学生等の安全確保を図るため、帰宅困

難者を想定した食料・物資の確保、備蓄等の検討を要請する。 

また、市及び県は、コンビニエンスストア、外食店舗等を徒歩帰宅者の立ち寄り所として利

用できるようトイレ、水、情報の提供について、あらかじめ協定を締結する。 
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第７節 地域ごとの避難計画の策定 

（ 本部対策班、福祉保健対策班 ） 

住民は「自らの命は自らが守る」という防災の原点に立って、自ら災害に備えるための手段を

講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等、防災に寄与することが求められる。 

特に、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者は、災害時に被災する可能性が高く、ま

た、避難時に支援を必要とすることから、地域による避難行動要支援者の支援が重要となる。 

地域ごとの避難計画の策定は、自らの命を守ることに直結するものであり、市の協力を得なが

ら、住民自らが策定する心構えが必要である。 

また、計画の策定にあたっては、住民のみならず、当該地域内で活動している公共的団体、あ

るいは事業を営む民間企業等の協力、支援を得ながら地域ぐるみで実施することが重要である。 

地域ごとの避難計画を策定するにあたっては、きめ細やかな地域情報に精通した住民の意見を

取り入れ、地域の実情にあわせた計画を作り上げていくことが必要であることから、住民参加型

のワークショップ形式で避難計画を策定する方法を積極的に導入するものとする。 

１ ワークショップの目的 

災害が発生した時に、住民等が安全に避難できるための避難計画を作成する。 

そのためには、それぞれの地域の詳しい情報を最もよく知っている地域住民自らが計画づくり

に参加する必要がある。 

また、住民が避難計画づくりを通して学んだことをそれぞれの地域に持ち帰り、地域の自主防

災リーダーとして自らの地域の防災力を向上させることも、この計画づくりの目的の一つである。 

２ ワークショップのメンバー 

地域住民、民生委員・児童委員、市防災担当職員・福祉担当職員、市社会福祉協議会職員、必要

に応じて県防災担当・福祉担当職員、学識経験者とする。 

なお、地域住民等の代表を選出するにあたっては、住民のみならず、地域の民間企業、漁業関

係者、ボランティア等の参加も得られるように、公募等により幅広いメンバーを募ることも考慮

する。 
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３ ワークショップの役割 

住民等は、主体的にワークショップを開催し、地域ごとの避難計画を作成する。 

市は、住民等に対して、ワークショップの開催を促すとともに、ワークショップの運営に参加

する。県は、ワークショップの運営を支援する。 

（１）市 

ア．ワークショップへの参画・支援 

① ワークショップ参加の住民への呼びかけ 

② ワークショップで必要な資料・用品の準備 

イ．ワークショップにおいて住民等から提案のあった防災対策への支援 

（２）住民等 

ア．ワークショップの運営 

イ．住民等に対してワークショップへの参加の呼びかけ 

ウ．地域ごとの避難計画の策定 

エ．地域ごとの避難計画を地域の住民等に周知 

（３）県 

ア．市に対する地域ごとの避難計画策定の支援 

イ．ワークショップの運営支援 

① 講師等の派遣、防災についての資料の提供 

② 市防災担当職員に対する研修会の開催 

③ ワークショップ運営にあたってアドバイスできる人材の育成 

ウ．ワークショップにおいて住民等から提案のあった防災対策への支援 
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第８節 市民運動の展開 

（ 本部対策班、経済対策班、教育対策班 ） 

自然災害の発生を防ぐことはできないが、その被害は市民一人ひとりの日頃の努力によって減

らすことが可能である。 

行政による「公助」はもとより、自分の命は自分で守る「自助」、自分たちの地域は自分たちで

守る「共助」を実践し、地域社会における防災力を向上させることによって、被害を最小限に抑

える減災社会を実現しなければならない。 

１ 自助の推進 

（１） 市民は防災に関する研修会、防災訓練、防災ボランティア活動その他の防災に関する活

動に積極的に参加し、防災に関する知識及び技能の習得に努めるものとする。 

（２） 市民は、自らが生活する地域において、市、県その他の関係機関が提供する防災に関す

る情報を活用して災害が発生するおそれのある危険個所、指定緊急避難場所、避難経路、

避難方法その他の安全の確保に必要な事項について確認するとともに、安否確認の連絡方

法等をあらかじめ確認しておくよう努める。 

（３） 建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行うとともに、その結果を踏まえ、

耐震改修その他の適切な措置を行うよう努める。 

（４） 市民は、災害の発生に備え少なくとも３日分の食料、飲料水と医薬品等の生活物資を備

蓄するよう努める。 

２ 共助の推進 

（１） 市民は、互いに助け合って自分たちの地域を守る共助の中核をなす組織として、自主防

災組織を結成し、その活動に積極的に参加するよう努める。 

（２） 自主防災組織は、市、事業者等と連携しながら、防災知識の普及、地域の安全点検、防災

訓練その他の災害予防対策を地域の実情に合わせて日常的に行うよう努める。 

（３） 事業者は、災害時において事業を継続し、又は早期に復旧するための計画を作成すると

ともに、地域社会の一員として地域における防災活動に積極的に協力するよう努める。 
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